
 

 京都市上下水道局組織及び事務処理規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和６年３月２９日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第６号 

   京都市上下水道局組織及び事務処理規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局組織及び事務処理規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（組織） 

第１条 京都市上下水道局（以下「局」と

いう。）に次の表に掲げる部、室及び課

を置くとともに、課を置かない室及び課

に同表に掲げる係長を置く。 

部又は室

の名称 

課又は室の

名称 

係長の職名 

総務部 （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

契約会計課 制度管理係長、契約

係長、会計係長 

（略） （略） 

経営戦略

室 

 経営管理係長、経営

企画係長、みらい創

造係長、財務第１係

長、財務第２係長、

資産活用係長、資産

調査係長 

（略） （略） （略） 

（組織） 

第１条 京都市上下水道局（以下「局」と

いう。）に次の表に掲げる部、室及び課

を置くとともに、課を置かない室及び課

に同表に掲げる係長を置く。 

部又は室

の名称 

課又は室の

名称 

係長の職名 

総務部 （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

契約会計課 制度管理係長、工事

契約係長、物品契約

係長、会計係長 

（略） （略） 

経営戦略

室 

 経営管理係長、経営

企画係長、財務第１

係長、財務第２係

長、資産活用係長、

資産調査係長 

（略） （略） （略） 



 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

２・３ （略） 

４ 水道部に次の表に掲げる事業所、課及

び係を置くとともに、事業所又は係に同

表に掲げる係長を置く。 

事業所

の名称 

課の名

称 

係の名称 係長の職名 

水道管

路管理

センタ

ー 

配 水 管

理課 

北部配水

事務係、

北部施設

管理係、

北部漏水

修繕係、

水道管路

技術継承

係、南部

配水事務

係、南部

施設管理

係、南部

漏水修繕

係 

北部配水事務

係長、北部施

設管理係長、

北部漏水修繕

係長、水道管

路技術継承係

長、南部配水

事務係長、南

部施設管理係

長、南部漏水

修繕係長 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

２・３ （略） 

４ 水道部に次の表に掲げる事業所、課及

び係を置くとともに、事業所又は係に同

表に掲げる係長を置く。 

事業所

の名称 

課の名

称 

係の名称 係長の職名 

水道管

路管理

センタ

ー 

配 水 管

理課 

 北部配水事務

係長、北部施

設管理係長、

北部漏水修繕

係長、水道管

路技術継承係

長、南部配水

事務係長、南

部施設管理係

長、南部漏水

修繕係長 

（略） （略） （略） 



 

（略）       

（略）       

（略）    

（略）   （略） （略） 

（略）   （略） 

（略）    （略） 

５～１０ （略） 

（総務部） 

第６条 （略） 

お客さまサービス推進室 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 水道料金、下水道使用料及び農業集

落排水処理施設使用料の徴収に関する

こと。 

 ⑸～⑺ （略） 

 ⑻ 京都市公共下水道事業条例第２２

条、京都市特定環境保全公共下水道事

業条例第２６条及び京都市上弓削農業

集落排水処理施設条例第２０条に規定

する概算使用料の調定、徴収及び精算

に関すること。 

 ⑼～⑾ （略） 

 ⑿ 水道料金、下水道使用料及び農業集

落排水処理施設使用料の滞納対策に関

すること。 

 ⒀～⒇ （略） 

（事業所） 

第１１条 （略） 

営業所 

（略）       

（略）       

（略）    

（略）   （略） （略） 

（略）   （略） 

（略）    （略） 

５～１０ （略） 

（総務部） 

第６条 （略） 

お客さまサービス推進室 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 水道料金及び下水道使用料の徴収に

関すること。 

 

 ⑸～⑺ （略） 

 ⑻ 京都市公共下水道事業条例第２２条

及び京都市特定環境保全公共下水道事

業条例第２６条に規定する概算使用料

の調定、徴収及び精算に関すること。 

 

 

 ⑼～⑾ （略） 

 ⑿ 水道料金及び下水道使用料の滞納対

策に関すること。 

 

 ⒀～⒇ （略） 

（事業所） 

第１１条 （略） 

営業所 



 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 水道料金、下水道使用料及び農業集

落排水処理施設使用料の調定及び徴収

に関すること。 

 ⑸ 京都市公共下水道事業条例第２２

条、京都市特定環境保全公共下水道事

業条例第２６条及び京都市上弓削農業

集落排水処理施設条例第２０条に規定

する概算使用料の精算に関すること。 

 ⑹～⒃ （略） 

水質管理センター 

水質第１課 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 浄水場及び疏水事務所の水質に係る

連絡調整に関すること。 

 

水道管路管理センター 

 ⑴ 緊急ダイヤルの応対に関すること。 

 ⑵ 断水及び濁水等に係る広報及び応急

給水に関すること。 

配水管理課 

 北部配水事務係及び南部配水事務係 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 水道技術研修施設の管理に関するこ

と（北部配水事務係に限る。）。 

 ⑻ 工事用資材及び給水装置用材料の需

給調整、検査、出納及び保管に関する

こと（南部配水事務係に限る。）。 

 ⑼ その他課の庶務に関すること。 

 （新設） 

 ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 水道料金及び下水道使用料の調定及

び徴収に関すること。 

 

 ⑸ 京都市公共下水道事業条例第２２条

及び京都市特定環境保全公共下水道事

業条例第２６条に規定する概算使用料

の精算に関すること。 

 

 ⑹～⒃ （略） 

水質管理センター 

水質第１課 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 水質に係る浄水場、疏水事務所及び

施設管理事務所との連絡調整に関する

こと。 

水道管路管理センター 

 （削除） 

 断水及び濁水等に係る広報及び応急給水

に関すること。 

配水管理課 

 （削除） 

 ⑴～⑹ （略） 

 ⑺ 配水管及びその付帯施設（加圧設備

を除く。）の維持管理に関すること。 

 ⑻ 断水及び通水の調整に関すること。 

 

 

 ⑼ 漏水の調査及び防止に関すること。 

 ⑽ 電食の調査及び防止に関すること。 



 

 （新設） 

 

 （新設） 

 （新設） 

 

 （新設） 

 

 （新設） 

 

 （新設） 

 （新設） 

 北部施設管理係及び南部施設管理係 

 ⑴ 担当地域に係る配水管及びその付帯

施設（加圧設備を除く。）の維持管理

に関すること。 

 ⑵ 担当地域に係る消火せんに関するこ

と。 

 ⑶ 担当地域に係る断水及び通水の調整

に関すること。 

 ⑷ 担当地域に係る漏水防止計画に関す

ること。 

 ⑸ 担当地域に係る漏水の調査に関する

こと。 

 ⑹ 担当地域に係る電食の調査及び防止

に関すること。 

 北部漏水修繕係及び南部漏水修繕係 

 ⑴ 担当地域に係る漏水防止工事の施行

に関すること。 

 ⑵ 担当地域に係る給水装置の修繕工事

の施行に関すること。 

 ⑾ 給水装置の修繕工事の施行に関する

こと。 

 ⑿ 特別給水に関すること。 

 ⒀ 水道管路の維持管理に係る技術継承

に関すること。 

 ⒁ 水道技術研修施設の管理に関するこ

と。 

 ⒂ 水道技術研修施設を活用した研修に

関すること。 

 ⒃ 緊急ダイヤルの応対に関すること。 

 ⒄ その他課の庶務に関すること。 

 （削除） 

 （削除） 

 

 

 （削除） 

 

 （削除） 

 

 （削除） 

 

 （削除） 

 

 （削除） 

 

 （削除） 

 （削除） 

 

 （削除） 

 



 

 ⑶ 担当地域に係る特別給水に関するこ

と。 

 水道管路技術継承係 

 ⑴ 水道管路の維持管理に係る技術継承

に関すること。 

 ⑵ 水道技術研修施設を活用した研修に

関すること。 

 ⑶ 水道管路の維持管理に関すること。 

給水工事課 

 北部給水事務係及び南部給水事務係 

 ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 給水装置工事の費用（給水装置の修

繕料を除く。）並びに給水装置工事の

設計審査及びしゅん工検査の費用の調

定及び徴収に関すること。 

 ⑾～⒃ （略） 

 北部工事第１係、北部工事第２係、南部

工事第１係及び南部工事第２係 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 担当地域に係る給水装置工事及び補

助配水管工事の施行及び監督に関する

こと（水洗便所の設置に伴う給水装置

増設工事の監督に関することを除

く。）。 

 ⑷ 担当地域に係る給水装置工事の設計

審査及びしゅん工検査に関すること

（水洗便所の設置に伴う給水装置増設

工事のしゅん工検査に関することを除

く。）。 

 ⑸～⑻ （略） 

 （削除） 

 

 （削除） 

 （削除） 

 

 （削除） 

 

 （削除） 

給水工事課 

 北部給水事務係及び南部給水事務係 

 ⑴～⑼ （略） 

 ⑽ 給水装置工事の費用（給水装置の修

繕料を除く。）並びに給水装置工事の

設計の審査及び完了の検査に係る手数

料の調定及び徴収に関すること。 

 ⑾～⒃ （略） 

 北部工事第１係、北部工事第２係、南部

工事第１係及び南部工事第２係 

 ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 担当地域に係る給水装置工事及び補

助配水管工事の施行及び監督に関する

こと。 

 

 

 ⑷ 担当地域に係る給水装置工事の設計

の審査及び完了の検査に関すること。 

 

 

 

 ⑸～⑻ （略） 



 

 量水器係 （略） 

 ⑴～⑸ （略） 

 量水器係 （略） 

 ⑴～⑸ （略） 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

                           （上下水道局総務部職員課） 

 


